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１２
2012

　
市
で
は
水
道
検
針
票
（
使
用

水
量
・
料
金
等
の
お
知
ら
せ
）

の
裏
面
に
掲
載
す
る
企
業
等
の

宣
伝
広
告
を
募
集
し
ま
す
。

　
こ
の
検
針
票
は
毎
月
、
市
内

で
約
２
万
件
に
配
付
し
て
お
り
、

大
き
な
宣
伝
効
果
が
期
待
で
き

ま
す
。
是
非
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

《
募
集
要
項
》

掲
載
位
置
／

　
検
針
票
（
裏
面
）
の
三
枠

サ
イ
ズ
、
カ
ラ
ー
／
縦
３
．５

セ
ン
チ
・
横
６
．５
セ
ン
チ
、

１
色
（
モ
ノ
ク
ロ
）
刷
り

金
額
／
一
枠
に
つ
き
７
万
円

掲
載
期
間
／
平
成
　
年
４
月
１

２５

日
～
平
成
　
年
３
月
　
日

２６

３１

（
約
　
万
枚
配
付
）

２４

申
し
込
み
方
法
／
広
告
掲
載
に

つ
い
て
は
一
定
の
要
件
・
基

準
が
あ
り
ま
す
。
事
前
に
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

申
し
込
み
期
間
／

　
　
月
　
日
（
月
）
～
平
成
　

１２

１０

２５

年
１
月
　
日
（
木
）
ま
で

１０

　（
土
日
・
祝
日
を
除
く
）

※
応
募
多
数
の
場
合
は
抽
選
と

な
り
ま
す
。
ご
了
承
く
だ
さ

い
。

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
／

　
市
水
道
部
庶
務
課
庶
務
グ

ル
ー
プ

　
☎
２
３
―
６
５
５
３

水道検針票(裏面)の
広告掲載位置イメージ

広告1

広告2

広告3

広告枠

■
水
道
検
針
票
に
広
告
を
掲
載
し
ま
せ
ん
か
？
　
　
　
　
　
　

市
で
は
、
市
税
・
使
用
料
等

の
滞
納
、
公
共
料
金
等
の
未
納

を
整
理
す
る
取
り
組
み
を
行
っ

て
い
ま
す
。

こ
の
機
会
に
未
納
・
滞
納
が

な
い
か
確
認
し
ま
し
ょ
う
。

【
市
税
・
使
用
料
等
滞
納
整
理

強
化
月
間
】

　
月
１
日
（
月
）
か
ら
市
税
・

１０
使
用
料
等
の
「
滞
納
整
理
強
化

月
間
」
と
し
て
い
ま
す
が
、
引

き
続
き
　
月
　
日
（
金
）
ま
で

１２

２８

取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

納
付
や
連
絡
が
な
い
方
に
つ

い
て
は
、
勤
務
先
へ
の
給
与
照

会
や
各
金
融
機
関
等
へ
の
預
貯

金
調
査
、
財
産
調
査
を
実
施
し

て
差
し
押
さ
え
を
す
る
こ
と
に

な
る
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

市
役
所
２
階
収
納
課
で
は
、

次
の
と
お
り
特
設
窓
口
を
開
設

し
て
い
ま
す
。
平
日
や
日
中
に

納
税
相
談
が
で
き
な
い
方
は
、

是
非
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

《
夜
間
納
税
相
談
》

日
時
／
　
月
３
日
（
月
）
～
　

１２

２７

日
（
木
）（
土
日
を
除
く
）

　
　
時
　
分
～
　
時

１７

３０

２０

《
休
日
納
税
相
談
》

日
時
／
　
月
９
日
（
日
）・
　
日

１２

２３

（
日
）　

時
～
　
時

１０

１５

問
い
合
わ
せ
／

・
市
税
に
つ
い
て
…

　
市
収
納
課
納
税
グ
ル
ー
プ

　
緯
２
３
―
６
３
９
５

・
使
用
料
等
に
つ
い
て
…

　
市
収
納
課
税
外
グ
ル
ー
プ

　
緯
２
３
―
６
３
９
６

【
水
道
料
金
特
別
徴
収
強
化

月
間
】

　
月
を
「
水
道
料
金
特
別
徴

１２
収
強
化
月
間
」
と
定
め
、
徴
収

態
勢
を
強
化
し
て
い
ま
す
。

未
納
し
て
い
る
方
に
は
、
督

促
状
や
給
水
停
止
の
予
告
状
な

ど
を
送
付
し
通
告
し
て
い
ま
す

が
、
未
納
が
続
く
と
給
水
停
止

処
分
を
行
う
場
合
も
あ
り
ま
す
。

納
入
に
あ
た
っ
て
の
相
談
は

市
役
所
２
階
水
道
部
で
受
け
付

け
て
い
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
／
市
水
道
部
庶
務

課
営
業
グ
ル
ー
プ

　
緯
２
３
―
６
５
１
４

■
市
税
や
料
金
等
の
納
め
忘
れ
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？
　
　
　
　

北
海
道
後
期
高
齢
者
医
療
広

域
連
合
で
は
、
市
町
村
と
連
携

し
な
が
ら
処
理
す
る
事
務
に
つ

い
て
定
め
た
「
広
域
計
画
」
が

平
成
　
年
度
で
期
間
満
了
に
な

２４

る
こ
と
か
ら
、
平
成
　
年
度
か

２５

ら
新
た
な
広
域
計
画
（
第
２
次

広
域
計
画
）
を
策
定
し
ま
す
。

こ
の
策
定
に
あ
た
り
、
広
く

市
民
の
皆
さ
ん
か
ら
意
見
を
募

集
し
ま
す
。

公
表
資
料
及
び
募
集
要
領
に

つ
い
て
は
、
北
海
道
後
期
高
齢

者
医
療
広
域
連
合
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
と
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

に
掲
載
し
て
い
ま
す
。
ま
た
市

総
合
窓
口
課
で
も
配
置
し
て
い

ま
す
の
で
、
是
非
ご
覧
く
だ
さ

い
。

公
表
資
料
／

　「
第
２
次
北
海
道
後
期
高
齢

者
医
療
広
域
連
合
広
域
計
画

（
原
案
）」

募
集
期
間
／

　
　
月
７
日
（
金
）
～
平
成
　

１２

２５

年
１
月
７
日
（
月
）

問
い
合
わ
せ
／

・
北
海
道
後
期
高
齢
者
医
療
広

域
連
合

　
☎
０
１
１
―
２
９
０
―
５
６

　
０
１

h
ttp
://iry

o
k
o
u
ik
i-h
o
k
k

a
id
o
.jp
/

・
市
総
合
窓
口
課
医
療
給
付
グ

ル
ー
プ

　
緯
２
３
―
６
４
１
１

h
ttp
://w
w
w
.c
ity
.w
a
k
k

a
n
a
i.h
o
k
k
a
id
o
.jp
/

■
後
期
高
齢
者
医
療
の
広
域
計
画
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
皆
さ
ん
の
意
見
を
募
集
し
て
い
ま
す

　
月
　
日
（
日
）
か
ら
１
月

１２

３０

３
日
（
木
）
の
間
、
次
の
医
院

に
て
診
療
し
ま
す
。

※
歯
痛
を
伴
う
急
患
に
限
り
ま

す
。

診
療
時
間
／

　
９
時
～
　
時
、　

時
～
　
時

１２

１３

１５

問
い
合
わ
せ
／

　
稚
内
歯
科
医
師
会
事
務
局

　
緯
２
４
―
５
１
０
８

■
年
末
年
始
の
歯
科
医
院
急
患
当
番
の
ご
案
内
　
　
　
　
　
　

12月30日(日)
田中歯科南医院
大黒1丁目6-36　☎22-2772

12月31日(月)
田中歯科医院
中央3丁目4-18　☎23-3307

11月31日(火)
北国歯科
富岡1丁目9-33　☎32-7377

11月32日(水)
藤野歯科
緑1丁目9-12富　☎23-6868

11月33日(木)
沖野歯科
潮見3丁目5-22　☎29-4106

地
方
自
治
体
の
自
主
性
を
強

化
し
地
域
主
権
を
進
め
る
目
的

で
、
国
の
法
律
が
改
正
さ
れ
ま

し
た
。
こ
れ
ま
で
国
が
全
国
一

律
に
定
め
て
き
た
さ
ま
ざ
ま
な

基
準
の
う
ち
の
一
部
を
、
今
後

は
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
市
が

条
例
で
定
め
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。

こ
の
改
正
に
伴
い
、
本
市
と

し
て
の
基
準
を
定
め
る
に
あ
た

り
、
左
の
表
の
と
お
り
市
民
の

皆
さ
ん
か
ら
意
見
を
募
集
し
ま

す
。
詳
し
く
は
市
役
所
１
階
受

付
や
各
担
当
課
、
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
ご
覧
く
だ
さ
い
。

■
稚
内
市
の
条
例
制
定
等
に
つ
い
て
意
見
を
募
集
し
ま
す
！
　

担当課公募期間案件名

都市整備課 計画推進グループ 

☎23-6460

12月3日(月)

～28日(金)

「稚内市都市公園及び都市公園以外の公園の設

置及び管理に関する条例」の一部改正について

都市整備課 住宅グループ

☎23-6422
「稚内市営住宅条例」の一部改正について

下水道課 下水道グループ 

☎23-6509
「稚内市公共下水道条例」の一部改正について

介護高齢課 介護高齢グループ 

☎23-6458

12月中旬～

平成25年

1月中旬

(予定)

「稚内市指定地域密着型サービスの事業の人員、

設備及び運営に関する基準等を定める条例(仮称)」

の制定について

「稚内市指定地域密着型介護予防サービスの事

業の人員、設備及び運営に関する基準等を定め

る条例(仮称)」の制定について

土木課 事業推進グループ

☎23-6463
平成25年

1月上旬～

1月下旬

(予定)

「稚内市道路の構造の技術的基準等を定める条

例(仮称)」の制定について

「稚内市高齢者、障害者等の移動等の円滑化の
促進に係る道路の構造に関する基準を定める条
例(仮称)」の制定について

土木課 施設管理グループ 

☎23-6462

「稚内市普通河川管理条例」の一部改正及び名

称変更について




